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労働力人口の推移
２００４年 ２０１５年

（総人口　１２，６２７万人）（総人口　１２，７６９万人）

何の対策も講じなかった場合 各種対策を今後講じた場合

６２６７万人６６４２万人 ６６００万人
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若年者が活躍できる若年者が活躍できる
環境の整備環境の整備

仕事と家庭の両立支援仕事と家庭の両立支援

→約１７０万人増

６５歳まで働ける社会６５歳まで働ける社会
の構築の構築

→約１００万人増
（うち女性約８０万人増）

４２万人減

１０８９万人
１１５０万人

１１０７万人

１２８０万人
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各種対策により
３３０万人増

４１７０万人
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９６０万人
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（資料出所）２００４年の値は総務省「労働力調査」
　　　　　　　 「何も対策を講じなかった場合」は総務省「労働力調査」を用いて厚生労働省にて試算
　　　　　　　 「各種対策を今後講じた場合」は厚生労働省推計
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我が国の今後１０年の雇用政策の考え方

少子・高齢化が進む中、我が国社会の活力を維持・増進させ、ひ
いては社会保障制度を安定させるためには、高齢者、女性、若年
者など一人でも多くの国民が社会の支え手となり、全員参加型の
社会を実現することが重要

高齢者雇用対策

高い就労意欲に応え、６５歳まで働ける労働市場を整備（改正
高年齢者雇用安定法の着実な実施）

女性の就業促進

両立支援、均等確保、再就職支援等を通じ、女性の就業を促進

若年者雇用対策

若年者の働く意欲や能力を高め、職業的自立を促進
２



高齢者雇用対策

高齢者の高い就労意欲に応え、６５歳まで働ける労働市場を整備

現　状

○　６５歳まで働ける企業の割合は、約７割だが、原則として希望者全員を対象とする
　企業の割合は、約３割。
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３ （資料出所）厚生労働省「雇用管理調査」（平成１６年）



年金と雇用の接続の強化
－高年齢者雇用安定法の改正－
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年度

　

　
　
　

義
務
年
齢

　定年の引上げ、継続雇用制度の年齢
は年金支給開始年齢の引上げに合わ
せて、２０１３年度までに段階的に実施

いずれかの措置
（高年齢者雇用確保措置）

の実施義務
　②　継続雇用制度の導入

　①　定年の引上げ

　③　定年の定めの廃止

○　事業者は、定年年齢又は継続雇用制度の対
　象年齢を年金支給開始年齢にあわせて、平成
　25年度までに段階的に65歳まで引き上げなけ
　ればならない。

○　労使協定により継続雇用制度の対象労働者
　の基準を定めることができる。

○　準備期間として３年間（中小企業は５年間）　
　は、労使協定でなく、就業規則等により対象労
　働者の基準を定めることができる。

施
行

年齢にかかわりなく働ける社会の実現

○　高い就労意欲を反映して、６５歳以上の人口（２，４８８万人）のうち、２１４万人（９％）が雇用されている一方、
　自営業主等、雇用以外の形態で２６５万人（１１％）が就業している。

○　シルバー人材センターに対する支援等により、高齢者の多様な就業機会の確保に努めている。
　　　　【実績】シルバー人材センター　団体数１，８６６団体、会員数７６万人（平成１６年３月）
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両立支援、均等確保、再就職支援等を通じ女性の就業を促進

女性の就業促進

現　状
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○　M字カーブに見られるように出産・子育てを機に労働市場から退出する者が多い。

（資料出所）ＩＬＯ“ＬＡＢＯＲＳＴＡ”　総務省「労働力調査」



対　策

　（１）　仕事と子育ての両立支援と働き方の見直し　

（２）　均等確保対策の推進

　○　両立のための職場環境整備

　　 ・育児をしながら働き続けやすい環境整備
　　 （男女労働者の育児休業の取得促進、子の小学校就学までの勤務時間短縮等の措置の普及促進、子の看護休暇制度の定着　等）
　　　【実績】育児休業取得率‐男性 ０．４４％、女性 ７３．１％（平成１５年度）、子どもの看護休暇制度の普及率 １６．９％（平成１５年度）

　　 ・長時間にわたる時間外労働の是正
　　 【実績】週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 １２．２％（３０代男性で週労働時間６０時間以上の就業者の割合 ２３．８％）（平成１６年）

　　 ・次世代育成支援対策推進法に基づく企業の取組の推進
　　　 （企業が行動計画を策定し、従業員の仕事と家庭の両立支援等を計画的に推進）

　○　待機児童ゼロ作戦の展開と多様な保育サービスの推進
　 　・次世代育成支援対策推進法に基づく地方自治体の取組の推進
　　　 （地方自治体が行動計画を策定し、保育サービス等子育て支援の計画的整備を推進）
　　　【実績】保育所入所児童数 １９６万７千人（平成１６年４月）、待機児童数 ２万４千人（平成１６年４月）

　 ○　性による差別のない職場づくりや、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの是正

　　 　（男女雇用機会均等法に基づく指導、企業が進めるポジティブ・アクションに対する取組の促進）

　 ○　産前産後休業などの母性保護の徹底と母性健康管理対策の推進

　○　多様な働き方を選択できる環境整備 （パートタイム労働者と正社員の均衡処遇の推進）

　 ○　両立支援ハローワークにおける再就職の援助等の推進
　　　　【実績】両立支援ハローワークにおける相談件数 約２万４千件、紹介件数 約２万２千件、就職件数 約３千人（１月あたり（平成１６年８月調査））

　○　育児時間に配慮した職業訓練等の推進

　○　求人の年齢制限緩和の促進
　　　 【実績】公共職業安定所で受理した求人における年齢不問求人の割合３８％（平成１７年１月）

（３）　再就職支援

これらの取組を包含する「子ども・子育て応援プラン」（平成16年12月24日少子化社会対策会議
決定）を策定し、平成21年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を提示し、施策を総
合的に推進。
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若年者雇用対策

若年者の働く意欲や能力を高め、職業的自立を促進

現　状
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○　２４歳以下の若年者の失業率は、平成５年の５．１％から平成１５年の１０．１％まで
　上昇し、概ね全年齢計の倍程度で推移し、厳しい状況が続いていたが、平成１６年に
　は低下した。

７ （資料出所）総務省「労働力調査」



○　フリーターの数は、ここ１０年間で２倍以上に増加し、２００万人を超えている。ま
　た、若年無業者の数も、５０万人を超えている。
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（資料出所）総務省「労働力調査（詳細結果）」を用いて厚生労働省にて特別集計　

（資料出所）総務省「就業構造基本調査」、「労働力調査（詳細結果）」を用いて　
　　　　　　　 厚生労働省にて特別集計。　



○　ジョブカフェ（若年者のためのワンストップサービスセンター）の整備によるフリーター等の就職支援
　　・都道府県が、地域の企業や学校と連携・協力の下、若年者に対する職業等の情報提供、職場体験の機会の提供、各種就職支援

サービス等をワンストップで行う「ジョブカフェ」を整備して、フリーター等の就職を支援
　　　　【実績】４３都道府県で開設、３５都道府県でハローワークを併設。延べ約６４万人が利用、約３万人が就職。（平成１６年４月～１２月）

○　新規学卒者等に対する職業意識形成・就職支援の強化

　 ・ハローワーク、産業界等が連携し、企業人等の学校への派遣、企業での就業体験等により、新規学卒者等の職業意識の形成や
　　　適職選択を支援する。【実績】キャリア探索プログラム－約２０万人が参加、約１，３００校が実施（平成１５年度）

○　実務・教育連結型人材育成システム（日本版デュアルシステム）の推進

　　・企業における実習と教育訓練機関における座学を並行して行うことにより一人前の職業人を育成する実務・教育連結型人材育成
システムを推進

　　　　【実績】短期訓練については１月末までに約２万３千人が受講、就職率７１．６％、長期訓練については１６年度２８都道府県で実施予定

若年者雇用対策の推進

　関係省庁が連携して、「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン（平成16年12月24日若者自立・挑戦戦略会議決定）」を推進する。具体
的には、学校段階からのキャリア教育の推進、働く意欲が不十分な若年者等に対する働く意欲や能力を高める総合的な対策の推進、国民
会議等若者の人間力を高めるための国民運動の推進等を行う。

【厚生労働省の具体的な取組】

拡充・強化

○　若者の人間力を高めるための国民運動の推進　
　 ・経済界、労働界、地域社会、政府等の関係者が一体となり国民会議の開催や広報・啓発活動等を展開

○　若者自立塾の創設　

・合宿形式による集団生活の中で、生活訓練、労働体験等を通じて、職業人、社会人として必要な基本的能力の獲得、勤労観の

醸成を図り、働く自信と意欲を付与

○　無償の労働体験等を通じての就職力強化事業（ジョブパスポート事業）の創設　

・ボランティア活動など無償の労働体験機会に関する情報の収集・提供、これらの活動の実績等を記録する「ジョブパスポート」を

開発し、企業の採用選考に反映されるよう普及

○　ものづくり立国の推進　

・工場、民間・公共の訓練施設等の親子等への開放促進、ものづくり技能に関するシンポジウムの開催、若年者によるものづくり

技能競技大会の実施

１７年度新規施策
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（参考１）非正規労働者等の推移と社会保険加入要件

　（１）　非正規労働者等の推移と社会保険加入要件　
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３．括弧書きは、正規労働者と非正規労働者については、雇用者に占める割合、自営業主については、就業者に占める割合
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　（２）　社会保険加入要件　

○　正規・非正規労働者を問わず、適用事業所に使用される常用的雇用関係にある者は、健康
保険・厚生年金保険に加入。
　※　常用的雇用関係・・所定労働時間・日数が事業所において同種の業務に従事する他の常用就労者のそれの概ね
　　　　　　　　　　　 ４分の３以上にあることなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○　自営業主など上記以外の者は、国民健康保険・国民年金に加入。
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（参考２）外国人労働者の推移と社会保険加入要件

　（１）　外国人労働者の推移　
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　（２）　社会保険加入要件　

○　国籍を問わず、適用事業所に使用される常用的雇用関係にある者は、健康保険・厚生年金
　保険に加入。
　※　常用的雇用関係・・所定労働時間・日数が事業所において同種の業務に従事する他の常用就労者のそれの概ね
　　　　　　　　　　　　４分の３以上にあることなど

○　上記以外の者で、市町村に住所を有する者については、国民健康保険・国民年金に加入。
　但し、国民健康保険については、１年未満の短期滞在者等は除く。
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（参考３）転職者に占める就業形態別雇用者の割合

50.6
47.2

50.0

46.0 46.7
43.6

41.6

37.7
35.8 36.3

29.6 28.2 28.1

11.6
13.8 14.2

12.4 12.2 13.6 14.3 15.7
13.8 14.5

16.7 17.1 16.8

10.3 11.5
9.4 10.2 10.5 10.1 10.0 10.8 11.2 12.1 12.5 12.2 12.3

28.3 27.1 26.4

30.5 30.1
33.1 33.7

35.4
38.8

36.7

41.5
42.9 42.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

正規→正規

非正規→非正規

正規→非正規

非正規→正規

（％）

（資料出所）総務省統計局「労働力調査（詳細結果）」、「労働力調査特別調査」
（注）転職者とは役員を除く雇用者のうち前職のある者で、過去１年間に離職を経験した者のことをいう
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（参考４）労働生産性の推移

752

745

761

774

793 794

787 786

796

781
785

794
798

740

750

760

770

780

790

800

810

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

（万円／人）

（1.4）
（▲0.9）

（2.2）

（1.7）

（2.4）
（0.1）

（▲0.9） （▲0.1）

（1.3）

（▲1.9）
（0.5）

（1.0）
（0.6）

年

（資料出所）内閣府「国民経済計算」、総務省統計局「労働力調査」

（注）１．労働生産性＝国内総生産（GDP）／就業者数
　　　２．括弧書きについては、前年比（％）
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（参考５）産業別・就業形態別・地域別の賃金状況

【産業別現金給与総額】 【就業形態別賃金格差】
（時間当たり，円）（月額，円）

産業 現金給与総額
調査産業計 332,784
鉱業 358,364
建設業 362,100
製造業 380,183
電気・ガス業 588,395
運輸・通信業 359,514
卸売・小売業 234,953
金融・保険業 488,445
不動産業 411,740
サービス業 347,206

就業形態 男性 女性
一般労働者 2,009 1,359
パートタイム労働者 1,003 893
格差（％） 49.9 65.7
（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成15年）

（注）　格差とは、一般労働者の賃金を１００とした場合のパートタイム
　　労働者の賃金

【地域別常用労働者現金給与総額】

（月額，円）

１　東京 429,180 47　沖縄 269,608
２　大阪 370,424 46　青森 275,016
３　神奈川 368,493 45　宮崎 278,402
４　愛知 365,456 44　鹿児島 283,195
５　兵庫 347,759 43　長崎 285,919

上位５都道府県 下位５都道府県

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」（平成16年）

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査（地方調査）」（平成15年）
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